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建設業における死亡災害防止を緊急要請 
～高知県内において５か月で死亡災害が４件発生～ 

 
  高知県内の労働災害により、令和７年の１月以降立て続いて４人の尊い命が失われており、

このうち３名が建設業となっています（図１、別添資料１参照）。今後、夏季における熱中

症等によるさらなる労働災害発生のリスクが懸念されるところです。 

このため高知労働局（局長 菊池 宏二）は、建設業における死亡災害の防止に向け、下

記２の団体に対し、緊急要請を行います。 

 

 

１ 日時及び場所 

  日 時 ： 令和７年５月 22 日（木） 午後２時～  

  場 所 ： 高知労働局 局長室（高知市南金田１番 39 号） 

 

２ 要請先 

〇 一般社団法人 高知県建設業協会 

  〇 建設業労働災害防止協会高知県支部 

 

３ 要請内容 

  死亡災害防止のための取組（別添資料２参照） 

 

４ 取材 

  取材いただける場合は、５月 21 日（水）午後３時までに高知労働局労働基準

部健康安全課（088-885-6023）へご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

取材のご希望が多い場合は、会場の都合などにより取材をお断りすることがあ

りますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

令和７年５月 19 日 
【照会先】 

高知労働局 労働基準部健康安全課 
健康安全課長   門 脇  勲 
主任地方産業安全専門官  伊勢田文久 
（直通電話）  ０８８－８８５－６０２３ 
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【図１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）令和５、６年は、確定値。令和７年 5 月は速報値。 
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                        ※ 「Ｓａｆｅ Work」とは「労働災害を防止し『安全･安心』な職場を実現 

                        する」との意思を示すものであり、ILO(国際労働機関)においても 

使用されているフレーズです。 
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令 和 ７ 年 死 亡 災 害 発 生 状 況 
（令和７年５月 14 日現在） 

 

高知労働局 
業種別発生状況（死亡者数累計及び前年同期比較） 

 製造業 建設業 運輸業 林 業 水産業 
第３次 

産業 
その他 合 計 

令和７年 ０ ３ ０ ０ ０ １ ０ ４ 

令和６年 ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ 

増  減 ±０ ＋３ ±０ ±０ ±０ ±０ ±０ ＋３ 

「その他｣には、農業、畜産業を計上 

 

番

号 
署

別 
発生日 
時刻 業 種 年齢 

性別 
事故の型 
起因物 災 害 の あ ら ま し 

１ 高
知 

7.1.9 
09:30 

建設業 

（土木工事

業） 

46 歳 
男 

交通事故 
 

その他の乗物 

除雪用ブレードを装着したホイール式トラク

タ・ショベルを運転し除雪走行中、車両が急停止

した衝撃でステアリングノブに胸を強打した。 

２ 高
知 

7.3.19 
12:30 

第３次産業

（その他） 

52 歳 
男 

交通事故 
 

乗用車 

軽乗用車を運転中、センターラインをはみ出し

て反対車線側の街路樹に激突した。 

３ 高
知 

7.4. 8 
14:00 

建設業 

（その他の建

設業） 

79 歳 
男 

墜落・転落 
 

階段 

営業先において、建物内部の階段の踊り場で意

識が無い状況で発見（転落した痕跡があり、頭部

より出血有）、病院にて加療中であったが４月 20

日に死亡。 

４ 高
知 

7.5.14 
10:40 

建設業 

（土木工事

業） 

62 歳 
男 

墜落・転落 
 

掘削用機械 

ドラグショベルで林道の路面を掘削中、足もと

の斜面が突然崩落し、機械とともに約５メートル

転落した。 

注：調査中のもの等を含む。  
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死亡災害が増加中！

STOP！死亡災害

高知労働局・各労働基準監督署 （Ｒ７.５）

取り組みを強化していただきたい項目

１ 安全衛生管理体制の確認（経営トップを含めた安全衛生スタッフによる作

業場のパトロール、作業主任者等の職務の励行等）

２ 職場の安全衛生対策にかかる総点検の実施（安全作業マニュアルの策定

及び順守状況の確認、職場環境の要改善点の洗い出しの実施等）

３ 作業方法の順守の徹底など、安全衛生教育の実施

４ 労働安全衛生関係法令に基づく措置の確認（機械等による危険防止措

置、墜落・転落防止措置、誘導者等の合図の励行、立入禁止措置、安全

装置の有効保持及び改正労働安全衛生規則を踏まえた熱中症対策等）

５ リスクアセスメントの実施（墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメント

等）

令和７年度は、第14次労働災害防止計画（計画期間：令和５年度～令和９年度）の３
年度目です。 労働災害による死亡者数は、令和５年に８人、令和６年に１人と減少し
ています。
しかしながら、今年は、１月以降に死亡災害が断続的に発生しており、５月14日現在
において４人となっています。
これから暑さの厳しい時期を迎えますが、熱中症等の重篤化が懸念される労働災
害が多発する時期でもあります。
労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現にむけて、

以下の取組をお願いします。
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実施事項のチェックシート

取り組み状況をチェックしてみましょう

チェック項目

経営トップ等による安全衛生方針の決意表明
パトロールの実施、安全衛生管理体制等の確認１

安全作業マニュアルの策定、順守状況の確認
安全衛生教育の実施状況の確認２

熱中症対策（体制整備、手順作成、関係者への周
知）３

ＫＹ（危険予知）活動の実施、ヒヤリ・ハット情
報の収集と活用４

車両系建設機械や荷役運搬機械等の定期的な検査
特定自主検査等の実施、作業開始前の点検の実施５

安全保護具、労働衛生保護具の点検・整備６

転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防
止や腰痛予防対策の徹底７

リスクアセスメントの実施(墜落・転落災害の防止
に関するリスクアセスメント等)８

交通労働災害防止対策の推進９

健康的な生活習慣(睡眠や飲酒等)に関する健康指
導の実施10

☑
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